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令和２年５月２５日 
保護者の皆さまへ 

  赤松学舎 世田谷区松沢中学校 
 校長 山村 恵子 

区立小中学校における段階的な教育活動の再開について 

 薫風の候、保護者の皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。いつも本校の教

育活動にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。 
 さて、新型コロナ感染症拡大防止対策のため、昨年末 3 月より区立小中学校の臨時休業が続いて

おります。この間分散登校で課題のやり取りを行ったり、ホームページ等を通して、学校休業中の

学びの支援や、日々の学校の様子をお伝えしたりしまいりました。しかし、学校休業が長期化して

いることに伴い、子供たちの学習の取組状況、心と体の健康状態が大変気になるところです。 
このたび、区教委より「区立小中学校における段階的な教育活動の再開について」の文書が発出

されました。本日、国による緊急事態宣言が解除される見通しとなり、安全性の確保などの状況を

把握しつつ、授業などの教育活動を段階的に再開することになりました。 

これを受けまして、本校における教育活動再開に向けての今後の取組みについて、下記にお示し

させていただきます。 
保護者の皆さまには、引き続きご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 

１ 
記 

１ 
１ 緊急事態宣言が５月３１日までに解除された場合の分散登校の実施について  

６月１日（月）から段階的に分散登校を実施いたします。 

第 1段階（6月 1日～6月 5 日） 分散登校：全学年～週 2回（半日） 

第 2段階（6月 8 日～6月 12 日） 分散登校：１・2年～週３回（半日）、3年～週 4回（半日） 

第 3段階（6月 15 日～6月 19 日） 分散登校：全学年～週 5回（半日） 

 

通常の教育活動 

（6月 22 日以降～） 

①席の配置の工夫や透明パーテーション設置などの追加措

置を講じたうえで、通常の時間割による教育活動の実施。 

②給食の提供を開始（配膳の過程での感染防止のため、品

数の少ない献立から始める）、部活動開始（予定）。 

（１）学校再開の基本方針 

①登校日の学級に入る人数は 20人以下（クラス 2分割）とし、座席の間隔をあけるよう配慮 

します。 

②第 1～第３段階の分散登校日の授業時間は、半日あたり３時間授業で実施します。 

③生徒の登校時間帯は午前・午後に分け、時間帯が重ならないように設定します。（別紙参照） 

④近距離での会話や発声、身体の接近・接触を行う授業は行いません。 

⑤生徒がいる時間帯は、常に窓を開け、換気の徹底を行います。 

（２）ご家庭へのお願い 

①登校日は授業日として扱います。登校できない生徒については欠席となりませんが、事前に 

担任にご相談ください。※この場合は出席停止扱いになります。 

②当面の間、毎朝、ご家庭で「検温」と「風邪症状」の確認をお願いいたします。発熱など

風邪の症状が見られる場合は、学校は休ませ、自宅で休養させてください。欠席の場合に

は学校にご連絡ください。また、マスクの着用をお願いいたします。 

⑧生徒が学校に登校後、発熱等体調がすぐれない場合は、家庭へ連絡後、早退をさせますの

で、よろしくお願いいたします。 
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（３）第１段階～第３段階（６月１日～１９日）までの時程 

 午前の部 午後の部 

登 校  ８：１０～ ８：３０ １２：３０～１２：５０ 

朝学活 ８：３０～ ８：４０ １２：５０～１３：００ 

１校時 ８：４０～ ９：３０ １３：００～１３：５０ 

２校時  ９：４０～１０：３０ １４：００～１４：５０ 

３校時 １０：４０～１１：３０ １５：００～１５：５０ 

終学活 １１：３０～１１：３５ １５：５０～１５：５５ 

清 掃 １１：３５～１１：４０ １５：５５～１６：００ 

※６月２２日からは、通常の教育活動を実施します。（給食開始） 

（４）第１段階から第３段階（６月１日～６月１９日）までの各学年登校日 

 月 火 水 木 金 土 日 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

ＡＭ ２年①② １年①② ３年①② ２年①② １年①②  入学式 

ＰＭ ３年①②       

 ８ ９ 10 11 12 13 14 

ＡＭ ３年①② １年①② ２年①② ３年①② １年①②   

ＰＭ ２年①② ３年①② １年①② ２年①② ３年①②   

 15 16 17 18 19 20 21 

ＡＭ 1・2・3年① 1・2・3年② 1・2・3年① 1・2・3年② 1・2・3年①   

ＰＭ 1・2・3年② 1・2・3年① 1・2・3年② 1・2・3年① 1・2・3年②   

 22 23 24 25 26 27 28 

ＡＭ        

ＰＭ        

    ※各学級を①②の２つのグループに分けて学年登校を実施します。 

※ときわ学級の登校日につきましては、別紙「ときわ学級の登校日」をご覧ください。 

※各学年の時間割につきましては、学年だより等で後日お知らせいたします。 

（５）第 1 段階初日の各学年の登校日・登校時間の確認 

①６月 1日（月）…午前（２年生） 

         ８時１０分～学年だより配布（クラス発表）  

         ８時３０分～出席確認、その後、着任式・始業式、学年集会、学活等 

 １１時３０分終了、下校 

②６月 1日（月）…午後（３年生） 

         １２時３０分～学年だより配布（クラス発表）  

         １２：５０分～出席確認、その後、着任式・始業式、学年集会、学活等  

１６時００分終了、下校 

③６月２日（火）…午前（１年生） 

         ８時１０分～学年だより配布（クラス発表）  

         ８時３０分～出席確認、その後、学年集会、学活等 

 １１時３０分終了、下校 

            ＊１年生は入学式があるので、着任式・始業式は行いません。 

            ＊この日から授業日となりますので、標準服での登校となります。 

             天候により、上着は着用しなくても構いません。 
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２ 入学式について  

（１）式典は、第１段階の終了した最初の日曜日に実施いたします。今現在６月７日（日）を予定

しています。 

（２）入学式当日の時程 
    ・ ８時３０分  受付開始、１年生登校・学活 
    ・ ９時３０分  １年生入場・開式 
    ・１０時２０分  １年生退場・短学活・写真撮影（外にて） 
    ※１年生の保護者の皆さまには、後日入学式のご案内をお渡しします。 

（３）感染リスクを低くするための対策の基本的な考え方 
①接触の機会を極力減らすことに努め、参加人数は最小限として実施します。 
（来賓の参列なし、保護者は２名まで参加可能） 

②飛沫感染のリスクを減じるため、内容を厳選のうえ、実施時間を極力短縮します。 
③会場等の衛生環境について、最大限の配慮を行います。 

３ 休業期間の長期化に伴う対応について  

（１）夏季休業期間における授業の実施 
夏季休業期間(７月２１日～８月３１日)のうち、７月２１日から７月３１日まで(祝日２ 
日間を含む)の９日間について、授業を実施します。 

 ※ 7/21(火)、22(水)、23(木)、24(金)、27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、31(金) 

（２）土曜授業の追加 
９月以降について、月１回の土曜授業を月２回に変更します。現在の第２土曜授業に加え、 
第４土曜日を土曜授業日として実施する予定です。 

４ 今後の年間行事予定について  

※世田谷区教委からは、学校休業期間の長期化及び段階的な再開の方針を踏まえた上で、今回

次の行事等を中止するとの通達がありました。 
修学旅行 
（中３） 

長時間にわたるバス・電車での移動や大人数で寝食を伴う行事であり、感染

リスクを下げる対策を講じることが難しいこと、滞在先で発熱等の症状を生じ

た場合の安全確保が困難であることなどから修学旅行を中止の方向で調整を

進めます。 
水泳授業 
 

水泳授業の実施前に行う必要がある内科、耳鼻科、眼科などの健康診断が実

施できていないことなどから、令和２年度は水泳の授業は行わないことを基本

とし、令和３年度の体育の授業において水泳の時間を増やすこととします（夏

休み期間中のプールについても中止）。 
海外派遣事

業 
（中２） 

派遣先国での滞在中に新型コロナウイルス感染症にり患した場合における

安全性を十分に確保することが困難であることから、令和２年度における児

童・生徒の海外派遣事業を全て中止とします。 
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※すでに中止が決定されている行事等 
  ・歌舞伎鑑賞教室(中３) 
  ・河口湖移動教室（中１、ときわ学級） 
  ・中学校特別支援学級運動球技大会（ときわ学級） 
 

４月３０日付で学校より発出した文書でもお伝えしましたが、学校行事の実施につきましては、 

今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて考えていく必要があります。 

今現在、年間行事予定計画の再考を進めておりますが、現時点での行事予定計画につきまして

も、状況によっては中止等の措置をせざるをえない場合もありますのでご了承ください。 

※行事の実施についての現時点での考え方 
運動会 ＊現在 10 月 17 日（土）を予定しています。 

 実施方法・内容につきましては、現在検討中です。 
修学旅行 ＊現在 9 月 16 日（水）～18 日（金）で調整しておりましたが、

区の方針に従い、中止の方向で進めています。 
校外学習（地域学習） １学期中に実施予定の電車・バスなどの交通機関を利用した校

外学習は２学期以降に延期又は中止。徒歩による校外学習も延

期や中止を検討する。（区の方針） 
＊９月末に予定している３日間の職場体験（中２）は、受け入 

れ先等の現状を鑑み、中止の方向で進めていきます。 
松中祭（舞台発表の部） ＊２学期 10 月に予定していましたが、3 月 13 日（土）に延 

期予定です。 
 

５ 不安や悩みのご相談  

分散登校期間中も保護者の方やお子さんからの不安や悩みにお応えしています。 
お気軽にお電話ください。 

① 教育相談室 電話番号 ０３－３４２９－９７６６ 
月～金（祝日を除く）９：００－１９：００ 

②  スクールカウンセラー まずは、学校にお電話ください。 

③ せたがやホッと子どもサポー

ト「せたホッと」 
電話番号 ０１２０－８１０―２９３ 
月～金（祝日を除く）１３：００～２０：００ 
土（祝日を除く）  １０：００～１８：００ 

④  24 時間子ども SOS ダイヤル 電話番号 ０１２０－０－７８３１０ 

 

【連絡先】 
 

 世田谷区立松沢中学校 
                                ℡ 03-3303-7381 
                                副校長   ；青木 優治 

  

 


